










資料３

 

 
 

小笠原諸島の国有林では、レクリエーションや環境教育活動等、

利用による固有の生態系へのインパクトを軽減し、将来的にも持続

可能な利用と生態系保護の調整を図るため、森林生態系保護地域

（以下「保護地域」）において、次のような仕組みの導入（平成 20
年９月～）を検討しています。  
 

□■ 保護地域に入林する場合、原則※ 許可手続きをとるか、または許

可を受けた方に同行することが必要となります。 

   

・ 自らの所有地への通行 
・ 公道や貸付歩道、海岸の通行 
・ 保全利用地区（バッファーゾーン）における 

指定されたルートの通行           等 

※ 許 可 不 要 の 場 合  
 
 
 
 
 
 

□■ 入林申請／許可 について  

「入林申請書」＊を 小笠原総合事務所国有林課に提出 

許可の要件（後述）を満たす申請に 
「入林許可書」又は「入林年間パス」を交付 

環境教育／商業的／調査研究活動の場合は 
「活動報告」を提出 

１ 

２ 

３ 

 
 

＊ 地方公共団体の職員等は、「入林届」を提出 

 - 1 -



□■ 許可の要件 は次のとおりです 。 

   

保存地区（コアゾーン） 
・ 利用講習（後述）の受講者であること 
・ 立入目的が、保護地域設定の趣旨に反しないこと 
・ 次の場合、立入の場所・期間が目的達成のために必要最小限の範囲であること 

ⅰ）モニタリング、学術研究その他 
ⅱ）非常災害のための応急措置 
ⅲ）標識類の設置・維持修繕 
ⅳ）既設歩道等の維持修繕 
ⅴ）その他法令等の規定に基づき行う行為 

・ 上記ⅰ～ⅴ以外の場合、立入場所が「指定ルート」の範囲内であること 
・ ｢指定ルート｣で入林期間が限定されている場合、その範囲内であること 
・ 同行者の人数が 10 人（南島は 15 人、母島石門は５人）以内であること 

・ 立入目的が、保護地域設定の趣旨に反しないこと 
保全利用地区（バッファーゾーン） 

 

□■ ｢保存地区｣の入林許可には、利用講習の受講が必要です。 

時  期 定期開催 

場  所 父島、母島 

内  容 
ルール・ルートの説明、在来種の保護・保全（外来種対策等）、 
安全対策、関係法令等 

受 講 

資 格 

小笠原村に住所を有する者、自然ガイド・環境教育の指導者、 
調査研究関係者等 （受講時に 18 歳以上であること） 
２年間 （新規・更新講習） 

有 効 

期 間 

注 次の者の新規及び更新講習は、簡易な講習に代えることができます 

ｱ） 父島・母島に居住し、自らのレクリエーション活動として保護地域を利用す

る者 

ｲ） 調査研究関係者 

 

□■ 皆様の ご理解・ご協力をお願いいたします 。 
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資料４

１ 保全管理計画 検討の経緯

（１）第１回委員会：平成19年5月18日

（議題）ア 委員会設置要領の説明

イ 委員会運営規程の提案・審議・決定

ウ 保全管理計画の構成・考え方の提案・審議

エ 年間・次回スケジュールの提案・審議

※地元報告会（委員会設置の趣旨、今後の予定）

（２）アドバイザー会議：平成19年7月20日

(議題）ア 委員会設置要領の説明

イ 委員会運営規程の説明

ウ 保全管理計画素案の説明・助言

エ 年間・次回スケジュールの説明

（３）第２回委員会：平成19年8月22日

（議題）ア 保全管理計画素案の提案・審議

イ 次回スケジュールの提案・審議

（専門部会の設置等を含む ）。

※地元報告会（委員会の概要）

（４）アドバイザー会議：平成19年10月23日

（議題） 保全管理計画修正案の説明・助言

（５）意見調整：平成19年10月～12月(FAX・メール等）

保全管理計画修正案の提案・意見提出・調整

（必要に応じて委員会を開催）

（６）アドバイザー会議：平成20年1月31日

（議題） 保全管理計画最終案の説明・助言

（７）第３回委員会等：平成20年2月26日

第３回保全管理委員会：平成20年2月26日

（議題）ア 保全管理計画最終案の提案・審議

イ 次年度以降スケジュールの提案・審議

利用専門部会：平成20年2月25日

（議題）ルートの検討作業等

※地元報告会（最終案の要約・今後の予定等）

（８）局内手続（決定 ：平成20年3月27日）

※ 平成20年9月頃までに、利用のルールの具体化に向けた調整・周知を進め

ていく予定です。



２ 委員会等の構成

小笠原諸島森林生態系保護地域保全管理委員会 名簿

○ 委員

清水 善和 駒澤大学総合教育研究部 教授

谷本 夫 宇都宮大学 名誉教授丈`

安井 隆弥 法人小笠原野生生物研究会 理事長NPO
堀越 和夫 法人小笠原自然文化研究所 理事長NPO
宮川 典継 法人小笠原自然観察指導員連絡会 会長NGO
森下 秀夫 小笠原村観光協会 会長

平賀 洋子 小笠原母島観光協会 副会長

前田 哲 小笠原支庁 支庁長

森下 一男 小笠原村 村長

中山 隆治 環境省小笠原自然保護官事務所 首席自然保護官

○ アドバイザー

阿蘇品 勉 環境省関東地方環境事務所 国立公園・保全整備課長

井上 卓 東京都環境局自然環境部 自然公園担当課長

可知 直毅 （公）首都大学東京理工学研究科 教授

加藤 英寿 （公）首都大学東京理工学研究科 助教

苅部 治紀 神奈川県立生命の星・地球博物館 主任学芸員

川上 和人 （独）森林総合研究所野生動物研究領域 研究員

田中 信行 （独）森林総合研究所植物生態研究領域 チーム長

横山 隆一 （財）日本自然保護協会 常勤理事

（五十音順、敬称略）


